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1　はじめに
土壌・地下水汚染は、“古くて新しい環境問題”である。

古くは「足尾鉱毒事件」、近年では福島第一原子力発電所
事故による放射能汚染や豊洲新市場予定地の土壌汚染等
が挙げられる。土壌・地下水汚染は各種産業活動の“負の
遺産”とも言え、時代や産業構造等によって変わってきて
おり、また規制のあり方に関しても、政策や文化の変遷に
伴い、変化してきている。

わが国では、19 世紀後半からの重工業の発達に伴って
鉱山開発と精錬等の産業が盛んになり、鉱山排水による農
地の汚染が深刻な社会問題となった。1880 年代後半から
渡良瀬川沿岸の農地が汚染された公害事件（通称足尾鉱
毒事件）は、わが国の公害の原点となった。また、1968
年富山県神通川流域で発生したイタイイタイ病をきっかけ
に、1970 年に「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」
が制定された。2016 年 12 月に環境省水・大気環境局が

公表した報告によれば [1]、平成 27 年度末時点で、法律で
定められた基準値以上検出された地域面積は 7,592 ha に
のぼり、その内対策事業等完了面積は割合にして 92.7 %
であった。このように、農地の土壌汚染問題は発覚から
50 年以上にわたる対策を実施してもいまだに 100 % でない
のが現状である。「農用地の土壌の汚染防止等に関する法
律」に指定された汚染物質は 3 種類のみであり、カドミウ
ムは人への健康被害、銅とヒ素は植物への生育障害防止と
いう観点から規制されている。2014 年 12 月に、日本のコ
メ中のカドミウムの基準値は、1.0 mg/kg からWHO 基準
と同じ 0.4 mg/kg に改正された。基準が上がったので、
今後一部の地域で問題が顕在化する懸念も残ると考えら
れる。

戦後、化学や製造業の発達に伴い、鉛や六価クロム等
の重金属類や揮発性有機化合物（以下、VOC）による汚
染等が顕在化した。2000 年に土壌環境センターが公表し
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た報告書によれば、汚染の恐れのある全産業事業所数は
約 93 万カ所、調査費用は約 2 兆円、浄化費用は約 11 兆
円が必要と推定された [2]。わが国では、市街地の土壌汚
染に係る法整備は、米国の汚染土壌浄化費用の信託基金
（通称スーパーファンド法、1980 年に制定）より20 年以
上も遅く、2003 年に「土壌汚染対策法」（以下、土対法）
が制定された。この法律により、汚染物質は第 1、第 2 お
よび第 3 種特定有害物質に分類され、それぞれ VOC、重
金属類用語 1、および農薬類と PCB に対応する。土対法は
数回の改正を経て、現時点で、第 1、第 2 および第 3 種特
定有害物質はそれぞれ 12、9 および 5 物質（合計 26 物質）
が指定されている。特定有害物質は、日本で使われている
約 6 万 5 千種類の化学物質の極一部しかないことに留意さ
れたい。また、現状のわが国の環境規制はリスクに基づく
ものではなく、一律の環境基準値によるものであることに
も留意されたい。

土対法の施行をきっかけに、わが国における土壌汚染の
調査と対策の事例が年々増加している。環境省水・大気環
境局が公表した最新の報告によれば、近年法規制に基づ
く調査・対策が実施された件数だけで年間約 1200 件、企
業等の自主対策も含めると数千件にのぼる [3]。しかし、汚
染サイト数は数十万カ所も潜在するのに対して、数千件は
わずか 1 % 程度であり、土壌・地下水汚染問題を解決する
ためには、長い道のりが必要であることが一目瞭然である。

この論文では、土壌・地下水汚染問題の多様性と複雑
性を提示し、土壌・地下水汚染問題を合理的に解決するた
めの要素技術および社会実装に向けたシナリオを構成・論
説するとともに、著者が携わってきた幾つかの研究事例を
紹介する。

2　土壌・地下水汚染の多様性と複雑性
「土対法」に指定された汚染物質は 3 種類で、26 物質

のみであるが、実際に人の健康に影響を与える可能性の
ある汚染物質は他にも多数存在する。ヨーロッパでは、汚
染物質を重金属類、芳香族炭化水素（以下、BTEX）、
有機塩素化合物（以下、CHC）、多環芳香族炭化水素（以
下、PAH）および鉱物油に分類されている [4]。日本では、
「油汚染対策ガイドライン」が発行されているものの、法
律による規制はまだ実施されていない [5]。また、BTEXや
CHC および PAH にはそれぞれ多数の異性体が存在する
が、土対法で指定された VOC は、BTEXそして CHC の
一部のみである。

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災によって引き
起こされた福島第一原子力発電所事故により、広範囲にわ
たる放射性物質汚染が発生した。この喫緊の問題を解決

するために、同年 8 月 30 日に「平成二十三年三月十一日に
発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事
故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処
に関する特別措置法」が公布され、2012 年 1 月 1 日より
施行された。すなわち、放射性物質による汚染は、土対
法の規制の範疇外である。

2016 年 6 月 1 日より改正「労働安全衛生法」が実施さ
れ、化学物質に係るリスクアセスメントの実施が義務化さ
れた。同改正では、一定の危険性・有害性が確認されて
いる 640 の対象化学物質を製造、または取り扱う事業者
に対して、業種や規模を問わず、リスクアセスメントを実
施することが義務付けられた。また、水道法に基づく水質
基準では、51 ある規制項目のほか、26 の水質管理目標設
定項目と47 の要検討項目（合計 124 項目）も指定されて
いる。このように、土対法で規制されている化学物質の種
類は限られた数しかない。これは、土壌汚染問題は非常
に複雑であり、調査と対策は容易ではなく、現実的に厳し
い規制が困難であることが伺える [6]。現時点で、土対法
に規制されていない物質が今後規制される可能性もあり、
場合によっては、社会問題になる可能性もあり得る。実際
に 2017 年 4 月よりクロロエチレンが土対法の規制物質とし
て追加され、汚染のない土地が法律上では、汚染された
土地に変わり、売却や再開発ができなくなったケースも発
生した。

汚染物質の多様性に加え、土壌の多様性やその不均質
性と異方性、有機物と粘土鉱物の強い吸着性等により、
土壌汚染問題は非常に複雑になる。また、汚染物質によっ
ては、自然界の物質循環によって汚染が連鎖的に発生す
る場合もある（図 1）。環境基本法では、土壌汚染を大気
汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤の沈下および悪臭と
並べて、「典型七公害」の一つとして位置付けられている。
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図1　物質循環による各種汚染の連鎖作用
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これらの公害は単独で発生するではなく、原因によっては
同時に発生する可能性もある。例えば、異臭のある揮発
性化学物質は悪臭のほか、大気汚染、降雨による水質の
汚濁および浸透による土壌・地下水の汚染を同時引き起こ
す可能性もある。このように、土壌・地下水汚染問題を調査・
対策するためには、多分野に跨る知識と技術の融合は必
要不可欠である。

3　土壌・地下水汚染に係る研究の構成学的意義
土壌・地下水汚染のリスク評価技術と自主管理手法に関

する構成学的意義は、駒井ら [7] によって論じられている
が、多様化・複雑化する土壌・地下水汚染問題を解決する
ためには、リスク評価技術と自主管理技術が必須であるも
のの、それだけではまだ不十分である。多様化・複雑化す
る土壌・地下水汚染問題を合理的・効率的に解決するため
には、汚染物質の種類や存在形態を適切に調査・評価す
る技術や、低コスト・低環境負荷での浄化・対策技術、そ
してリスク評価に基づくリスクコミュニケーション等の技術
を体系化的に開発する必要がある。さらに、科学・技術研
究をエンジニアリング的な工法を介して、社会への橋渡しま
で持っていく必要もある。実問題への適用においては、環
境的側面だけではなく、経済および社会的側面も統合的に
考慮する必要がある。汚染対策措置の選択に係る意思決
定のプロセスにおいて、要素技術が意思決定の科学的根

拠の一部として取り込まれ、柔軟に統合される。これは、
持続的発展を考慮した合理的土壌・地下水汚染対策措置
と言い、サステナブル・レメディエーションとも称される[8]-[10]。

図 2 に持続的発展を考慮した合理的な土壌・地下水の
汚染対策措置のシナリオをまとめる。技術の社会実装にお
いては、産・学・官連携のみならず、地域住民を含むステー
クホルダー全員の参加も重要であり、日本では発展すべき
課題の一つでもある。豊洲新市場予定地の土壌汚染問題
で社会的混乱を引き起こした原因の一つに、ステークホル
ダーの参加が欠けたことがある。

土壌・地下水汚染の調査・評価技術、浄化・対策技術
およびリスク評価・管理技術にはそれぞれ複数のアプロー
チと研究課題がある。図 2 に示しているのは、その代表的
なもののみである。これら技術の開発には多分野に跨る知
識が必要不可欠であり、表 1 に各種技術開発の目的と主な
専門分野を示す。このように、土壌・地下水汚染問題に係
る研究はサイエンス、エンジニアリングおよび社会経済学
に跨る学際融合研究である、単一分野の知識で解決でき
ない複雑な社会問題である。

4　土壌・地下水汚染に係る戦略的技術開発
土壌・地下水汚染の調査と対策等に係る各種技術開発

は発展してきているものの、関連知見に対する誤解や実問
題への適用に限界がある等の問題が存在する。現状の「土

図2　持続的発展を考慮した合理的土壌・地下水汚染対策措置のシナリオ
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対法」に基づく調査と対策は強制力が強いものの、必ずし
も科学的・合理的ではない。例えば、汚染の恐れのある区
域に対して、平面方向で試料採取は一律 10 m、対策も10 
m の間隔の格子線で区画される100 m2 が基本単位となっ
ている。実際に鉛等の重金属類で汚染された場合、土壌
の吸着性により、10 m より狭い範囲に存在するケースが多
いので、100 m2 単位で対策するのは非経済的である。ま
た、現状の土対法では一律の環境基準値で行われている
ため、実際に人への健康リスクが大きくなくても汚染と指定
されるケースもあれば、指定調査機関用語 2 の分析で環境基
準値以下であれば、汚染はないあるいは浄化完了となる。
実際に、汚染物質や土質および現場の地質条件等にもよる
ものの、異なる指定調査機関が分析すれば、環境基準値
以上になる可能性もある。これは、分析の対象や方法によっ
て精度が変わること、そして、分析者の経験によるところ
もあるからである [11]。このような背景を踏まえ、著者が所
属する地圏環境リスク研究グループは、企業や事業所等に
おける自主調査と対策への支援や今後の規制のあり方の変
化をも見据えた戦略的研究開発を実施している。ここで、
著者が携わってきた幾つかの研究トピックスを紹介する。
4.1　調査・評価に関する技術開発

土壌は複雑なシステムを持つ媒体であり、汚染土壌の分
析結果は採取場所や採取方法、前処理、分析方法および
分析機器等に依存する [12]。土対法に基づく分析は、「公定
法」と言い、評価されるものは分析結果だけであり [11][13]、
汚染物質の存在形態や浄化・対策技術の選択等に参考と
なるメカニズムの検討は行われない。例えば、重金属類に
関しては、「含有量」と「溶出量」の両方の基準が設けら
れている。含有量試験は、0.1 mol/L 塩酸抽出法が採用さ
れている。この試験法で“真”の“全含有量”の評価はで
きないが、専門家でも“全含有量”と誤解するケースがある。
この誤解のもとで適切ではない対策方法を選択してしまう
と、失敗につながる可能性もある。特に、自然由来の汚染

土壌の場合、一般的に公定法に基づく含有量は低く、溶出
量が高い特徴がある。この種の汚染土壌を浄化しようとし
た場合、繰り返して洗浄しても環境基準値以下にならない
可能性がある。これは、真の全含有量が公定法の分析値
よりはるかに高いからである。

このような問題を解決するために、著者および共同研究
者らは、汚染物質の存在形態に着目した評価法の開発を
進めている。例えば、自然由来の汚染物質としてよく存在
する鉛汚染土壌に対して、沈降分級と X 線回折分析を用
いた鉛含有鉱物の存在状態の解明と簡易定量分析法を確
立した [14]。分級した各粒径毎の試料を Thermo 製の携帯
型蛍光 X 線（XRF）分析計（Niton XL 3t-900S-M）を用
いて全岩化学分析を行った。各試料と標準試料（金属シリ
コン）の重量比が 1：1 の混合試料を作成し、リガク製の
粉末エックス線回折装置（Smart Lab）を用いて、各鉱物
相の同定およびそれらの簡易定量分析を行った。試料に含
有される鉱物相の定量分析は、標準試料の回折ピークの
積分強度を 50 として、未知試料の相対量を算出した。某
サイトから採取してきた二つの試料の評価に適用したとこ
ろ、一つの試料では、鉛濃度が粒子の大きさと正の相関
があり、方鉛鉱の含有量とも良い相関が認められた。もう
一つの試料では、鉛濃度が逆に粒子の大きさと負の相関
があり、明ばん石の含有量と正の相関が認められた（図 3）
[14]。土壌汚染分野においては、分級洗浄という工法があり、
よく利用されている浄化工法の一つである。この工法は、
汚染物質が粘土物質を多く含み、比表面積の大きい微粒
子に附着すると仮定して行われている。しかし、実際の汚
染土壌については、この仮説が必ずしも成立しない。この
ように、汚染物質の粒子サイズと鉱物含有量との相関性は、
汚染物質の濃度だけでなく、どのような浄化あるいは対策
方法が適用できるかの判断材料としても利用可能である。
4.2　浄化・対策に関する技術開発

汚染の浄化・対策の技術として、工学的アプローチと物

表1　土壌・地下水汚染研究開発に係る主な専門分野

・リスク評価：土壌物理学・数理学・毒性学・生態学．．．
・リスクコミュニケーション：社会心理学・政治哲学・倫理学．．．

目的：科学的根拠に基づくリスクコミュニケーションの円滑な実施
リスク評価・
管理技術

・浄化対策：化学工学・電気化学・地球化学・環境微生物学・環境工学．．．
・管理措置：土木工学・水理地質学・環境経済学・社会経済学．．．

目的：汚染による人への健康リスクをいかに低減させるか
浄化・対策技術

・調査：化学・土壌化学・有機化学・微生物学・機器分析・物理探査．．．
・評価：水文地質学 /水理地質学・数理学．．．

目的：問題の理解と実態把握

調査・評価技術

目的と関連の専門分野要素技術分類
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理・化学的アプローチがあり、それぞれのアプローチには
さらに複数の工法が存在する（図 2）。しかし、浄化の確
実性等からこれまで報告された事例のほとんどは掘削除去
等のコストが高い工法を採用してきた [3]。豊洲新市場予定
地の汚染対策には 860 億円が投じられたが、最終的には
完全浄化できなかったと報じられている。したがって、低
コスト・低環境負荷での浄化・対策技術の開発は依然とし
て優先順位の高い研究課題である。地圏環境リスク研究
グループは、鉱物系材料 [15]-[17] や環境微生物 [18]-[20] を利活
用した浄化技術の開発を精力的に推進している。前者はヒ
素等の重金属類の吸着と不溶化、後者は VOC の分解に
利用することが可能である。加筆すべきポイントとして、吸
着は単なる汚染物質の濃度変化だけではなく、使用済吸
着材の環境安定性 [15] や土壌の種類および土壌中に存在す
るケイ酸の影響 [16][17] も詳細に評価できることである。ここ
では、酸性で有機成分に富む黒ぼく土、弱酸性の黄褐色
森林土、中性でアロフェン（火山灰地帯に幅広く分布する
結晶度の低い水和アルミニウムケイ酸塩でできた粘土）含
有量の高い鹿沼土、アルカリ性でシリカ成分含有率の高い
川砂および鉄成分含有率の高い山砂を、主要な土壌の種
類として、体系的に評価した。また、微生物を利活用した
VOC の分解については、単一の汚染物質ではなく、実際
の汚染現場で発生する複合汚染を再現した条件下での分
解実験を実施した [18][19]。さらに、複合汚染の分解におい
て、どの微生物がどの汚染物質の分解に寄与したかを安
定同位体プロービング法で明らかにした [20]。これら研究開
発の全ては実用化を見据えた上で実施している。

図 4 にテトラクロロエチレン（PCE）、トリクロロエチレ
ン（TCE）、シス -1,2- ジクロロエチレン（cis-DCE）、クロ
ロエチレン（VC）、ベンゼン、トルエンおよびジクロロメタ
ン（DCM）の 7 種を対象とした分解実験の結果を示す。
この 7 種類の汚染物質を選択した理由として、国内で実

在した某不法投棄サイト（廃棄物総量 150 万 t 以上、広さ
27 ha）の調査結果を利用できたからである。図中の（a）
と（b）はそれぞれ異なった試験条件下での結果を示してい
る。（AN）/AE は嫌気分解実験後の好気分解実験、（AN）
/AE -〇〇 /AN は嫌気分解実験、好気分解実験後にさら
に嫌気分解実験を行ったことを意味する。また、O21とO5
はそれぞれ酸化分解試験における試験瓶ヘッドスペース中
の初期酸素濃度を示すものであり、それぞれ体積割合が
21 % と 5 % に対応する。DO は溶存酸素の濃度である。
好気的微生物による酸化分解（好気分解とも略称）と嫌
気的微生物による還元分解（嫌気分解とも略称）を柔軟
に適用することにより、酸化条件では、ベンゼン、トルエ
ンおよび DCM の分解が確認され、また還元条件では、
PCE、TCE、cis-DCE、VC および DCM の分解が確認
された。VC は無害なエチレンまでに分解され、クロロエチ
レン類の完全分解が確認できた。また、この研究により偏
性嫌気性細菌として知られている Dehalococcoides は、好
気環境に一定期間曝されても生存できクロロエチレン類の
分解が可能であることが初めて実証された。今後の複合汚
染浄化の設計において非常に有用な知見を得ることができ
た。
4.3　リスク評価・管理に関する技術開発

リスク評価と管理技術を社会へ適用・実装するために
は、リスクコミュニケーションを介して実施する必要があ
る。リスクの度合いを分かりやすく示す、あるいは理解を
得るためには、我々の身近にある自然環境中のバックグラ
ウンドレベルの提示が極めて有効である。重金属類の汚
染に係るリスクコミュニケーションや次世代の土地利用計
画等に資するため、地圏環境リスク研究グループでは表層
土壌における重金属類を含む各種元素の含有量、溶出量
および地域の産業構造と住民の生活スタイルを考慮したリ
スク評価マップを「表層土壌評価基本図」として整備して

図3　自然由来汚染土壌試料における鉛濃度と粒径および鉱物含有量との関係
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きている。これまでに、宮城県、富山県、鳥取県、茨城
県および高知県地域の整備が完了し、Webで公表してい
る（https://unit.aist.go.jp/georesenv/georisk/japanese/

home/home_map.html）。 一 例 として、 図 5 に Google 
Earth 上に表示した高知県のクロム全含有量、塩酸溶出
量、水溶出量およびヒトの健康リスク評価図のイメージを

図4　環境微生物によるVOC複合汚染の完全分解例[19]

図5　高知県「表層土壌評価基本図」におけるクロムの評価

a）好気性微生物による酸化分解（好気分解）

b）嫌気性微生物による還元分解（嫌気分解）

嫌気的予備試験後の好気的分解

第二回嫌気的分解

エチレン

トルエンベンゼン

嫌気的予備試験後の好気的分解

第二回嫌気的分解



論説：土壌・地下水汚染問題の解決に挑む（張）

−45−Synthesiology　Vol.12 No.1（2019）

示す。全含有量が高くても、必ずしも溶出量は高くないこ
と、溶出量が環境基準を超過した地点でも、地域の産業
構造および住民の生活スタイルを考慮したヒトの健康リスク
は極めて低いことが明らかである。現在、四国地域の整備
と公表に向けた調査と解析を進めており、将来的には全国
版への展開を目指している。
4.4　サステナブル・レメディエーション支援ツールの開発

サステナブル・レメディエーションは浄化技術そのもので
はなく、土壌および地下水汚染対策において、環境面だけ
でなく社会および経済的側面も統合的に考慮し、最適な対
策措置を選定する意思決定のプロセスである [8]。サステナ
ブル・レメディエーションは一律の環境基準に基づく浄化
対策技術ではなく、米国環境保護庁（US EPA）および米
国試験材料協会（ASTM）[21] が提唱したグリーン・レメディ
エーションを発展させたものである。近年では、国際標準
化機構（ISO）よりサステナブル・レメディエーションに関す
る枠組みの基準も発行され [10]、著者はエキスパートの 1 人
として制定過程におけるレビュアーとして基準化に携わって
いた。現時点では、サステナブル・レメディエーションに関
する枠組みが提示されたものの、社会実装に向けたツール
はまだ確立されていない。そこで、著者は所内外の研究者
らと連携し、階層化意思決定手法に基づくツールの開発を
進めることにした（図 6）[22]。

この手法は、問題の分析において、主観的判断とシステ
ムアプローチを上手く融合した問題解決型意思決定手法の
一つであり、ハイアラーキカル・デシジョン・プロセスとも
称される[23]。この手法を用いることにより、ステークホルダー
における意思決定の過程において、異なる立場にいる利害
関係者らの主観的な意見を相対的な点数で入力・集約し、

システムによる客観的・中立的な結果を出すことが可能と
なるため、合意形成が実現しやすく、意思決定も円滑に行
われる。このツールの一般公開に向けた開発を進めている。

5　今後の課題と展望
土壌汚染問題は発展途上国においてその深刻さが増大し

ているものの、日本を含む先進国において、依然として直
面しなければならない社会問題のひとつである。しかし、
汚染物質の多様性に加え、土壌の多様性や地盤の不均質
性および異方性等により土壌汚染問題は非常に複雑であ
る。このため、土壌汚染問題を効率的・効果的に解決する
ためには、単一分野の知識や要素技術の開発だけでは不
十分である。多分野融合による実用化可能な技術開発の
ほか、柔軟に統合・構成する必要もある。また、より効果
的な規制・管理のあり方の検討も必要不可欠であると考え
られる。

土壌汚染対策には莫大な費用を要するケースが多いた
め、環境面ではなく、経済的および社会的側面も考慮した
対策・管理システムの構築が極めて重要である。また、リ
スク評価に基づく対策技術の適用や土地の使途等も考慮
した対策技術の選定等、持続的な開発と発展が可能とな
るような土壌汚染対策と管理システムの確立も重要である
と考えられる。このようなシステムの構築において各種要素
技術の統合を図ることも可能である。

誌面と時間等の制限や著者の浅学非才等により記述の
不十分な部分や、場合によっては誤解もあるかもしれない
が、今後さらなる議論を深め、日本における土壌汚染問題
だけでなく、環境問題に係る国際協力や連携に少しでも多
めに貢献できれば幸いである。

図6　サステナブル・レメディエーションに係る意思決定プロセスの階層例[22]

EN1 EN2 EN3 EN4 EN5 EC1 EN2 EN3 EN4 EN5 SO1 SO2 SO3 SO4 SO5

社会（SO）

対策案3対策案1 対策案2

経済（EC)

総合評価 /決定
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土壌・地下水汚染問題は人の健康や社会に深刻で大きな影響を与
えるためその解決に向けた研究は重要である。著者はこの論説で研
究目標、それと社会とのつながり、シナリオ、要素技術、要素技術
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合化し、汚染対策措置の意思決定が重要であることを述べており、
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び土壌汚染分野では、重金属のほか、鉛や水銀等の重
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ふっ素およびその化合物、ほう素およびその化合物を含
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関という。
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シンセシオロジーにふさわしい論説と考えます。

議論2　はじめにについて
質問・コメント（内藤 茂樹）
「わが国では、18 世紀後半の産業革命以降」というところが、鉱

山開発は戦国時代から行われていたが、重工業の発達ということで
あれば、明治になってからであり、19 世紀後半～ 20 世紀初頭の官
営八幡製鉄設立以降とするべきではないでしょうか。

回答（張 銘）
ご指摘頂いた通り、日本における鉱山開発の歴史はさらに古く、

また、重工業の発達は 19 世紀後半からとなります。「足尾鉱毒事件」
は日本最初の公害であり、わが国の公害の原点とも称されておりま
す。誤解を避けるために、文章を「19 世紀後半からの重工業の発達
に伴って」と修正させて頂きました。鉱山開発自身はそれ以前からも
行われておりますが、盛んにではないと考えております。また、「足尾
鉱毒事件」は「わが国の公害の原点」であることも追記いたしました。

議論3　土壌・地下水汚染に係る構成学的意義について
質問・コメント（内藤 茂樹）
「リスク評価に基づくリスクコミュニケーション等の技術」とはどの

ような技術なのでしょうか？

回答（張 銘）
リスク評価は不確実性があるものの、基本的に汚染物質の有害性

と曝露量により、科学的に計算・評価できるものであり、リスクコミュ
ニケーションは社会心理学的なアプローチとなります。リスクコミュニ
ケーションにおいて、如何に科学的・客観的な知見を分かりやすく相
手に伝え、リスクに対する理解あるいは受容、さらには合意形成まで
に持っていけるかに係るコミュニケーション技術をこの論説では「リス
ク評価に基づくリスクコミュニケーション等の技術」と表現させて頂
きました。

議論4　調査・評価に関する技術開発について
質問・コメント（内藤 茂樹）
「沈降分級と X 線回折分析を用いた鉛含有鉱物の存在状態の解明

と定量分析」について簡単に分析方法を記載された方が良いものと
思われます。「某サイトで採取された資料の評価で、一つの資料は粒
子の大きさと正の相関、方鉛鉱の含有量と良い相関があり、もう一つ
の資料では鉛濃度が逆に粒子の大きさと負の相関があり、明礬石の
含有量と正の相関が認められた。」と記載があるため、定量分析法と
して意味ある分析法かと読者は疑われるものと思います。結果だけで
はなく、結論の部分等もう少し言葉を足さないとどのように理解すれ
ば良いのか解らないものと思います。

回答（張 銘）
ご指摘を踏まえ、分析法の概要を追記いたしました。また、結果

の持つ意味についても、追記させて頂きました。

議論5　浄化・対策に関する技術開発について
質問・コメント1（牧野 雅彦）

図 4 b）「嫌気性微生物による還元分解」のグラフで、エチレンが
日数の経過につれて増大しているのが気になります。この論説では分
解が確認されたと記述されているので、本グラフの分かりやすい説明
は可能でしょうか？　また、図中でそれぞれ（a）、（b）と分かれてお
りその説明もありません。

回答1（張 銘）
嫌気性微生物による PCE の還元分解は逐次的脱塩素化反応とも

称され、PCE ⇒ TCE ⇒ DCE ⇒ VC ⇒ ETH（ethylene）というルー
トで分解されます。ETH は毒性のある PCE や TCE、DCE および
VC と違って、無害であるため、ETH までできた分解を完全分解と
言います。この点をより分かりやすくするために、この論説に微修正
を加えさせて頂きました。なお、分解微生物の種類によって、TCE
が cis-DCE のほか、trans-DCE および 1,1-DCE に分解される可能
性もありますが、著者らの実験結果のみならず国内外ほとんどの報
告事例でも、cis-DCE 経由ルートで分解されています。

図中の（a）と（b）につきましては、それぞれ異なった試験条件（酸
化分解試験の初期に設定したヘッドスペース酸素濃度）に対応してお
り、この点についてもこの論説に追記させて頂きました。なお、ヘッ
ドスペースとは、密閉した試験瓶の中で、液体と固体の土壌粒子で
充満していない空間を指します。かなり複雑で専門的な試験であるた
め、この論説では詳細な記載を控えさせて頂き、ご興味のある読者
には、Open Accessの原著論文を参照して頂ければ幸いに存じます。

質問・コメント2（内藤 茂樹）
著者の研究部分で引用 [15]-[20] の論文のまとめが記載されている

が、実用化を見据えてどのような工夫をしたとか、実際の汚染現場で
複合汚染を再現した条件等を説明されてはどうか？　また図 4 が小さ
すぎて理解不能。掲載するのであれば、もう少し大きくするべきと考
えます。

回答2（張 銘）
ご指摘を踏まえまして、不溶化に関しては、考慮した土壌の種類

を追記いたしました。また、VOC による複合汚染については、なぜ、
その条件に設定したかについてもその理由を追記いたしました。

図につきましては、文字が読めるように大きく調整いたしました。
また、他の査読者から頂いたご意見と合わせて、試験条件等も追記
いたしました。


